
 
 

「『食材王国みやぎ』食のマッチングリスト」 

～リスト掲載申込募集のご案内～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 飲食店や小売店、バイヤー等との新たな取引や更なる販路拡大を希望する下記の個

人や法人・団体等（以下「生産者・事業者」という。）を対象とします。（①、②の

いずれかを満たす者） 

① 県内で農林水産物の一次生産を行う生産者・事業者 

② 県内産の農林水産物を用いた商品等（主に一次加工品まで）を製造・販売 

する生産者・事業者 ※詳細は裏面参照 

 

○ 「みやぎ電子申請サービス」による申込み 

・ 下記 URLまたは右の二次元コードから、「みやぎ電子申請サービス」にアクセスし、  

各項目に必要事項を記入・回答いただき、お申込みをお願いいたします。 

  URL：https://logoform.jp/form/GQGB/1387093 

 

① 実需者等向けの産地見学会・食材紹介 

【活用イメージ】 

・ 県が実施する「実需者等向けの産地見学会」において、視察先を選定し

たり、実需者等への食材紹介を行います。 

【メリット例】 

・ 条件等がマッチすれば、実需者が開催する「宮城フェア」等における取扱いに加え、その後の継続取引が期待されます。 

【視察後の取引実例（一部）】 

・ 首都圏ホテル：通常メニューに「伊達いわな」「しいたけ」「ムール貝」等採用され継続取引化 

・ 九州地方ホテル：「宮城県フェア」の際に「仙台牛」「銘柄豚」「ギンザケ」等採用 

・ 首都圏小売店：毎年恒例の「宮城県フェア」の際に「牡蠣」「ゆきな」等を取引 

リスト掲載の対象 

リスト掲載申込み方法 

リスト掲載後の活用イメージ・メリット ※一例 

○ 宮城県では、県内の魅力あふれる生産物・商品を県内外の実需者等に紹介することを目的と

した、「『食材王国みやぎ』食のマッチングリスト」（以下「リスト」という。）の作成に取り組

んでいます。 

○ 生産物・商品の特性や取引条件などをリスト化し、産地見学会や食材紹介などにおいて、ホ

テル・飲食店シェフ・小売店バイヤー等のニーズ等に合致した、より効果的なマッチングや紹

介を図り、県産食材等の販路開拓、取引拡大につなげていきます。 

○ こだわりの生産物や商品をＰＲしたい、知ってほしい、新たな取引や販路拡大につなげたい

とお考えの方は、ぜひリスト掲載についてお申込ください！  

記入・提出が簡単な電子申請が可能です！ 

 
回答所要時間 

約 5 分！ 

※ 令和７年度においては、年間 100 品目・産地以上、県内外実需者等に紹介しています。 

 



【お問い合わせ先】 

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号  

宮城県農政部食産業振興課販路拡大支援班 

TEL：022-211-2815  

FAX：022-211-2819  

E-mail：s-hanbai@pref.miyagi.lg.jp 

 

② 食品製造事業者等からの原材料紹介依頼 

【活用イメージ】 

・ 食品製造事業者等からの原材料の調達等に関する要望・問い合わせに対し、リスト掲載情報を活用し、事業者等の紹

介・情報提供を行います。  

【メリット例】 

・ 原材料調達を求める食品製造事業者等との取引が期待されます。 

 

 

○ 掲載申込可能要件 

以下の（１）及び（２）の内容を満たす者とします。 

（１） 飲食店や小売店、バイヤー等との新たな取引や更なる販路拡大を希望する下記の生産者・事業者を

対象とします。（①、②のいずれかを満たす者） 

① 県内で農林水産物の一次生産を行う生産者・事業者 

② 県内産の農林水産物を用いた商品等（主に一次加工品まで）を製造・販売する生産者・事業者 

（２） 次の事項の掲載や情報提供に可能な限り協力できる生産者・事業者 

⚫ 生産者・事業者の情報（担当者名、住所、連絡先 等） 

⚫ 生産物・商品の詳細情報や取引・流通条件（こだわりＰＲ、価格帯、出荷時期、出荷対応、 

最低納品数、発注リードタイム、受賞歴・認証の有無、視察受入条件、希望販路 等） 

⚫ その他、より詳細な項目（回答は任意です） 

○ リスト掲載情報の取扱い 

⚫ 申込時に記入・回答いただきました内容は、食産業振興課で適切に管理し、県産食材、生産者・

事業者の紹介やマッチング等を行う際の参考情報として活用させていただきます。 

⚫ リスト掲載情報は、県産食材等の活用・取引等を希望する実需者や食品製造事業者等へ提供する

場合がございますので、ご承知願います。その他の目的には使用いたしません。 

⚫ その他、掲載情報の取り扱い等については、別紙の「取扱要綱」をご確認ください。 

○ 留意事項 

⚫ 実需者等のニーズ等を勘案する必要があるため、リスト掲載によって必ず紹介の機会が設けら

れるとは限りませんので、ご了承願います。 

 

 

 

 

掲載申込についての注意事項など 

…等々、各種事業において活用させていただきます！ 


